
 

教育資金一括贈与専用普通預金 

令和５年１０月２日現在 

１．商品名 ・教育資金一括贈与専用普通預金 

２．販売対象 ・直系尊属（祖父母、父母等）から教育資金を受贈された３０歳未満の個人 

※開設可能な専用口座は、お一人様につき１口座です。専用口座を開設した

場合、他の支店・金融機関で専用口座の開設はできません。 

※払戻資金の入金口座として、この専用口座の他に普通預金口座が必要とな

ります。 

３．期 間 （１）贈与税が非課税となる預金の取扱期間 

 平成２６年４月１日～令和８年３月３１日 

（２）預入期間 

預金者が３０歳に達した日など、一定の要件に該当した日まで 

４．預 入 

（１）預入方法 

（２）預入金額 

（３）預入単位 

 

・随時預入 

※２カ月以内に直系尊属から贈与された金銭を預入いただきます。 

※預入にあたっては、贈与契約書および教育資金非課税申告書、合計所得金

額に関する確認書等を当金庫に提出いただきます。 

・１円以上１，５００万円以下 

・１円単位 

５．払戻方法 ・原則として預金者の教育資金の支払いにあてる場合に限り払い戻しできま

す。 

※専用口座から払い戻す資金を教育資金としてご利用されることを確認す

るため、学校等からの領収書等を提出いただきます。なお、領収書等の提

出がない払い戻しや教育資金以外非課税措置の適用を受けることができ

ません。但し、１回の支払金額が 1万円（消費税込）以下で、かつ、その

年中（暦歴：１月 1日から 12月 31日）における合計支払金額が 24万円

（消費税込）以下のものについては領収書に代えて支払年月日、支払金額

等を記載した明細（少額支出支払明細書）を提出することにより払い戻し

できます。 

６．利 息 

（１）適用金利 

 

（２）利払方法 

（３）計算方法 

 

 

・変動金利 

・毎日の店頭表示の利率を適用します。 

・年２回（３月、９月）の当金庫所定の日に元金に組み入れます。 

・毎日の最終残高１，０００円以上について、付利単位を１００円とした１年

を３６５日とする日割計算です。 

＊利息額は教育資金の管理に含まれません。 

７．税 金 ・利息には２０％（国税１５％、地方税５％）の税金が源泉分離課税されます

（ただし、マル優を利用の場合は除きます）。 
＊２０３７年１２月３１日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税され

るため、２０．３１５％（国税１５．３１５％、地方税５％）の税金が源泉分離課税さ

れます。 

８．手数料 ―――――――――― 

９．付加できる特約 

事項 

・マル優の取扱いができます。 

10．中途解約時の 

取扱い 

・原則として中途解約はできません。ただし、預金者が①30歳に達した場合、

②死亡した場合、③預金残高がなくなり契約終了の合意があった場合には、

口座は解約となります。 

11． 金利情報の入手 

方法 

・金利は店頭備え付けの金利表示ボードをご覧いただくか、または窓口へご照

会ください。 

12． 苦情処理措置・

紛争解決措置 

苦情処理措置 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはかなしん よ

ろず相談承り処（１０時～１９時、電話０１２０－０４６８０



 

１）にお申し出ください。 

紛争解決措置 東京弁護士会（電話０３－３５８１－００３１）、第一東京弁

護士会（電話０３－３５９５－８５８８）、第二東京弁護士会

（電話０３－３５８１－２２４９）、神奈川県弁護士会（電話

０４５－２１１－７７１６）の仲裁センター等で紛争の解決を

図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様は、当金庫

営業日に上記かなしん よろず相談承り処または全国しんきん

相談所（９時～１７時、電話０３－３５１７－５８２５）にお

申し出ください。また、お客様から、各弁護士会に直接お申し

出いただくことも可能です。 

なお、上記東京の弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にも

ご利用いただけます。その際には、①お客様のアクセスに便利

な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議シス

テム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法（現地調停）、②

当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法（移管調停）

もあります。詳しくは東京の弁護士会、当金庫かなしん よろ

ず相談承り処もしくは全国しんきん相談所にお問合わせくだ

さい。 

13． その他参考と 

なる事項 

・預金保険制度の付保対象預金です。 

・預金保険によって元本１，０００万円までとその利息が保護の対象となりま

す（当金庫に複数の口座がある場合には、決済用預金（当座預金、普通預金

無利息型）を除く他の付保対象預金などの預金元本を合算して１，０００万

円までとその利息が保護されます）。 

・教育資金管理契約の終了までの間に贈与者が死亡した場合において、その死

亡の日までの年数にかかわらず、同日における管理残額を、当該受贈者（預

金者）が当該贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなされます。 

ただし、その死亡日において以下に該当する場合は対象外となります。 

①当該受贈者（預金者）が２３歳未満である場合 

②当該受贈者（預金者）が学校等に在学している場合 

③当該受贈者（預金者）が教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講 

している場合 

（注１）上記の管理残額とは、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した 

残額のうち、一定の期間内に拠出した分に対応する額をいう。 

（注２）上記の改正は、令和３年４月１日以後の信託等により取得する信託受

益権等について適用する。 

 

 


